
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年９月１５日（金）  １３：０２ ～１３：０９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

鈴 木 淳 司 国務大臣（総務大臣） 

小 泉 龍 司 国務大臣（法務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

盛 山 正 仁 国務大臣（文部科学大臣） 

武 見 敬 三 国務大臣（厚生労働大臣） 

宮 下 一 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

伊 藤 太郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

木 原 稔 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

土 屋 品 子 国務大臣（復興大臣） 

松 村 祥 史 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

加 藤 鮎 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

新 藤 義 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

自 見 はなこ 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：村 井 英 樹 内閣官房副長官 

森 屋 宏 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○公布（条約）    １件 

○人事        ５件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、村井副長官から御説明申し上げます。 

○村井内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。「日・英部隊間協力円滑

化協定」の締結及び公布について、御決定をお願いいたします。本件は、先の通常

国会で承認を得たものであります。

次に、人事案件について、申し上げます。まず、上川外務大臣及び武見厚生労働

大臣が国際連合総会出席等のため、１８日から２３日まで、それぞれ海外出張され

ますので、御了解をお願いいたします。

次に、副大臣及び大臣政務官人事といたしまして、お手元に配布しております資

料のとおり、任命すること等について、御決定をお願いいたします。

次に、参議院議員上野通子外１名を内閣総理大臣補佐官に任命することについて、

御決定をお願いいたします。

次に、梅野昭嘉外１７８名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、件名外案件について、申し上げます。「無償資金協力に係る取極の締結」に

ついて、御決定をお願いいたします。本件は、我が国と相手国政府等との間で実質

的な合意をみた無償資金協力を取りまとめたもので、１０か国、６機関に対する計

２２件、総額約３０３億円の贈与等を行うものであります。個々の案件につきまし

ては、先方との書簡交換までそれぞれ不公表といたしたいので、御了承をお願いい

たします。なお、締結状況は適宜取りまとめ、別途、閣議に御報告することといた

します。

○松野国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、内閣総理大臣から２件御発言

がございます。

○岸田内閣総理大臣：内閣府と各省の事務の連携も考慮し、本日の閣議決定により、

各省の副大臣及び大臣政務官に、一部、内閣府の副大臣又は大臣政務官の発令を行

い、内閣府の事務を担当していただくこととしました。関係の大臣におかれては、

今回兼職発令した内閣府の副大臣及び大臣政務官が、内閣府と各省の事務をそれぞ

れ円滑に遂行することができるよう配慮をお願いします。

○岸田内閣総理大臣：上川大臣及び武見大臣は、それぞれ海外出張いたしますが、そ

の出張不在中の臨時代理については、松野内閣官房長官を外務大臣の、盛山大臣を

厚生労働大臣の代理とすることといたします。

○松野国務大臣：次に、厚生労働大臣。

○武見国務大臣：老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理

解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、９

月１５日を「老人の日」として定めています。今年度も、その記念行事として、新

たに１００歳になる方全員に、内閣総理大臣からお祝い状と記念品を贈呈します。

「今年度の対象者」は、９月１日現在、４万７，１０７名で、男性が６，７２７名、

女性は４万３８０名です。なお、本年９月１日現在、住民基本台帳による「国内の

１００歳以上の方の総数」は、９万２，１３９名です。「最高齢」は男性が１１１歳、
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女性は１１６歳となっています。

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和５年 

９月 15日 

◎ 一 般案 件

   ○ 日 本国 の 自衛 隊 とグ レ ート ブ リテ ン 及び 北 アイ ル

ラ ン ド 連合 王国 の 軍隊 と の間 に おけ る 相互 の アク

セ ス 及 び協 力の 円 滑化 に 関す る 日本 国 とグ レ ート

ブ リ テ ン及 び北 ア イル ラ ンド 連 合王 国 との 間 の協

定 の 効 力発 生の た めの 外 交上 の 公文 の 交換 に つい

て （ 決 定）             （外 務 省）

◎ 公 布 （条約 ）

☆ 日 本国 の 自衛 隊 とグ レ ート ブ リテ ン 及び 北 アイ ル

ラ ン ド 連合 王国 の 軍隊 と の間 に おけ る 相互 の アク

セ ス 及 び協 力の 円 滑化 に 関す る 日本 国 とグ レ ート

ブ リ テ ン及 び北 ア イル ラ ンド 連 合王 国 との 間 の協

定 （ 決 定）             （外 務 省）

◎ 人 事 

☆ 外務大 臣 上川 陽 子外 １ 名の 海 外出 張 につ い て

（ 了 解 ）

   ○ 石川昭 政 外２ ５ 名を デ ジタ ル 副大 臣 兼内 閣 府副 大

臣 等 に 任命 し、 デ ジタ ル 副大 臣 兼内 閣 府副 大 臣大

串 正 樹 外２ ５名 を 願に 依 り免 ず るこ と につ い て

（ 決 定 ）

〃 ○ 土 田  慎 外２ ６ 名を デ ジタ ル 大臣 政 務官 兼 内閣 府

大 臣 政 務官 等に 任 命し 、 デジ タ ル大 臣 政務 官 兼内

閣 府 大 臣政 務官 尾 﨑正 直 外２ ２ 名を 願 に依 り 免ず

る こ と につ いて （ 決定 ）

〃 ○ 上 野通 子 外１ 名 を内 閣 総理 大 臣補 佐 官に 任 命す る

こ と に つい て（ 決 定）

〃 ☆ 元 特定 郵 便局 長 梅野 昭 嘉外 １ ７８ 名 の叙 位 又は 叙

勲 に つ いて （決 定 ）

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
な し

資 料
あ り

4

〔 別 添 〕



令和５年 

９月 15日 

 

◎ 一 般案 件 

   ○ 無 償資 金 協力 に 係る 取 極の 締 結（ 令 和５ 年 度第 ４ 

次 取 り まと め分 ） 等に つ いて （ 決定 ） （外 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
な し  

（ 金 ）   件 名 外 案 件 
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